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　新型コロナウイルス感染症による影

響が長期化する中で、低所得の子育て

世帯に対し、その実情を踏まえた生活

の支援を行う観点から、子育て世帯生

活支援特別給付金が支給されます。

【支給対象者】

次の要件に該当する方（父母以外の擁

護者を含む）

①令和４年４月分の児童扶養手当の支

　給を受けている方（支給済）

②公的年金等を受給していることによ

　り、令和４年４月分の児童扶養手当

　の支給を受けていない方

③令和４年４月分の児童扶養手当は受

　給していないが、新型コロナウイル

　ス感染症の影響を受けて家計が急変

　し、収入が児童扶養手当を受給して

　いる方と同じ水準となっている方

（以下、『家計急変者』という。）

【支給額】

　監護されている児童１人に対して、

５万円が支給されます。

【申請手続】

　所定の申請書等を福祉事務所まで提

出ください。申請書は福祉事務所また

は、香北支所、物部支所窓口で受取り

ください。もしくは市ホームページか

らダウンロードしてください。

【申請期間】

　令和５年２月２８日（火）まで

【留意事項】

　昨年度支給された『ひとり親世帯臨

時特別給付金』における家計急変者で

あっても、収入状況が改善されている

場合は、対象外となっている場合があ

ります。

　申請には、収入状況を証明する書類

および申立書の作成が必要となります。

【問い合わせ先】

　福祉事務所社会福祉班

　☎５３－３１１７

　 https://www.city.kami.lg.jp/soshiki/22/
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　介護保険施設や短期入所サービス（ショートステイ）を利用する方の居住費・食費について、次の該当要

件すべてを満たしている方は、申請により『介護保険負担限度額認定証』が交付され、施設に提示すれば居

住費・食費が軽減されます。

　なお、有効期限が令和４年７月末の認定証をお持ちの方は更新の手続きが必要です。

【該当要件】

（１）本人および同一世帯の方全てが住民税非課税者であること

（２）本人の配偶者（別世帯も含む）が住民税非課税者であること

（３）本人及び配偶者（別世帯も含む）の預貯金等の要件が以下に該当する方

【対象施設】

　特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院・介護療養型医療施設 

　※ケアハウス、グループホームは含みません。

【問い合わせ先】

　健康介護支援課介護保険係

☎５２－９２８０

【手続きに必要なもの】       

（１）介護保険被保険者証（２）印鑑 （３）預貯金額がわかる通帳等   

（４）代理人が申請に来る場合は、代理人の本人確認ができるもの（運転免許証等）

　※非課税年金を受給されている方は、その年金の種別を申告してください。 

第１段階

第２段階

第３段階
①

第３段階
②

ー

単身　６５０万円、夫婦１，６５０万円以下

単身　５５０万円、夫婦１，５５０万円以下

単身　５００万円、夫婦１，５００万円以下

生活保護受給者等

合計所得金額＋年金収入(非課税年金
含む)が８０万円以下

合計所得金額＋年金収入(非課税年金
含む)が８０万円超～１２０万円以下

合計所得金額＋年金収入(非課税年金
含む)が１２０万円超

介護保険施設の利用料が軽減されます

利 用 者 負 担 段 階 預 貯 金 等 の 要 件

１５ Kami


